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1 

（改定前） （改定後） 

2.検証ポイント 

【金融検査マニュアル及び検証ポイント】 

 

（金融検査マニュアル） 

資産査定管理態勢の確認検査用チェ

ックリスト「自己査定」（別表１） 

検証ポイント 

項目 

１．債権の分類方法 

自己査定結果の正確性の検

証 

(3) 

債務 

者区分 

 

②要注

意先 

 

③破綻

懸念先 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．～４．（略） 

５．貸出条件緩和債権 

（１） （略） 

（２）貸出条件緩和債権の卒業基準 

    貸出条件緩和債権のいわゆる卒業

基準については、中小・地域金融機

関向けの総合的な監督指針（Ⅲ－４

－９－４－３（２），③，ハ）（注）におい

て記載されているところであるが、こ

の場合においても中小・零細企業等

の特性を踏まえて、上記（１）イ．及び

ロ．に加え、次のような点に留意し、
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１．～４．（略） 
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基準については、中小・地域金融機

関向けの総合的な監督指針（Ⅲ－４

－９－４－３（２），③，ハ）（注）におい

て記載されているところであるが、こ

の場合においても中小・零細企業等

の特性を踏まえて、上記（１）イ．及び

ロ．に加え、次のような点に留意し、
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（改定前） （改定後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検討する必要がある。 

イ． （略） 

ロ．株式会社整理回収機構が策定支援

した再生計画についても、中小企業

再生支援協議会が策定支援した再生

計画と、原則として同様に扱う。 

     また、中小企業者等に対する金融の

円滑化を図るための臨時措置に関す

る法律に基づく金融監督に関する指

針Ⅱ－３において、金融機関が債務

者に対して貸付けの条件の変更等を

行う場合であって、当該債務者が経

営再建計画を策定しているとき（他の

金融機関（中小企業者等に対する金

融の円滑化を図るための臨時措置に

関する法律第４条第４項第１号に規

定する日本政策金融公庫その他これ

らに類する者として主務省令で定める

ものを含む。）が行う貸付けの条件の

変更等に伴って当該債務者が経営再

建計画を策定しているとき及び信用

保証協会による条件変更対応保証の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検討する必要がある。 

イ． （略） 

ロ．株式会社整理回収機構が策定支援

した再生計画についても、中小企業

再生支援協議会が策定支援した再生

計画と、原則として同様に扱う。 

     また、金融機関が債務者に対して貸

付条件の変更等（注１）を行う場合で

あって、当該債務者が経営改善計画

等を策定しているとき（他の金融機関

（政府系金融機関等（注２）を含む。）

が行う貸付条件の変更等に伴って当

該債務者が経営改善計画等を策定し

ているとき及び信用保証協会による

既存の保証の条件変更に伴って当該

債務者が経営改善計画等を策定して

いるときを含む。）は、当該計画等が

中小・地域金融機関向けの総合的な

監督指針Ⅲ－４－９－４－３（２）③

ハ．（注１）及び（注２）の要件を満たし

ていると認められるものであれば、金

融機関が当該債務者に対して行う貸
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（改定前） （改定後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付与又は既存の保証の条件変更に

伴って当該債務者が経営再建計画を

策定しているときを含む。）は、当該計

画が中小・地域金融機関向けの総合

的な監督指針Ⅲ－４－９－４－３（２）

③ハ．（注１）及び（注２）の要件を満た

していると認められるものであれば、

金融機関が当該債務者に対して行う

貸付けの条件の変更等に係る貸出金

は貸出条件緩和債権には該当しない

とされていることに留意する。 

 

 

 

 

 

 

 

ハ．～ホ．（略） 

（注） （略） 

６．～７． （略） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付条件の変更等に係る貸出金は貸

出条件緩和債権には該当しないもの

と判断して差し支えない。 

（注１）「貸付条件の変更等」とは、貸

付条件の変更、旧債の借換え、Ｄ

ＥＳ（デット・エクイティ・スワップ）

その他の債務の弁済に係る負担

の軽減に資する措置をいう。 

（注２） 株式会社日本政策金融公

庫、株式会社商工組合中央金

庫、株式会社日本政策投資銀

行、株式会社国際協力銀行、沖

縄振興開発金融公庫、独立行政

法人奄美群島振興開発基金、独

立行政法人中小企業基盤整備機

構、独立行政法人福祉医療機

構、独立行政法人住宅金融支援

機構をいう。 

ハ．～ホ． （略） 

（注） （略） 

６．～７． （略） 

 


